
nanaco ポイントサービス特約（提携先発行カード版）（抜粋） 

以下の条項を一部追加・変更いたします［下線部を追加・変更］ 

改定前 改訂後 

第 4 条（ポイント利用について）  

1.会員は、付与されたポイントをnanaco電子マネーに交換できます。

なお、ポイント交換の取消しはできません。 

2.前項の nanaco 電子マネーへの交換は、チャージ端末その他当社が

指定する方法により行うことができます。 

3.ポイントは、ポイント加盟店において、所定の景品と交換できる場

合があります。 

4.ポイントは、（株）セブン＆アイ・ホールディングスの関連企業の

運営するインターネット事業サイトにおいて利用できる場合があり

ます。なお、当該インターネット事業サイトおよびポイントの利用

方法については＜https://www.nanaco-net.jp/＞でご確認ください。 

5.ポイントは換金することはできません。 

第 4 条（ポイント利用について） 

1.会員は、付与されたポイントをnanaco電子マネーに交換できます。

なお、ポイント交換の取消しはできません。 

2.前項の nanaco 電子マネーへの交換は、チャージ端末その他当社が

指定する方法により行うことができます。 

3.ポイントは、ポイント加盟店において、所定の景品と交換できる場

合があります。 

4.ポイントは、株式会社セブン&アイ・ホールディングスの関連企業

および提携企業の運営するインターネット事業サイトにおいて利用

できる場合があります。なお、当該インターネット事業サイトおよ

びポイントの利用方法については<https://www.nanaco-net.jp/>で

ご確認ください。 

5.ポイントは換金することはできません。 

 


